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　日本年金機構は平成29年２月２日に「日本年金機構再生プロジェクト」の取組状況を公表した。当プロジェクトは、平成27
年12月18日に策定・公表したもので、１年の経過とともにこの度の公表に至った。
　再生プロジェクトでは、これまで「組織改革、情報開示・共有の促進（本部・現場の一体化）」「業務改革（ルールの徹底／効
率化、サービス拡充）」「人事改革（組織全体を支える人材の育成）」を柱に改革を進めてきたが、日本年金機構では「おおむね順
調」と評価している。今後の方向性は次のように定めている。

【組織改革、情報開示・共有の促進（本部・現場の一体化）】
◦�現場重点主義：縦割りの排除と現場を支える体制の確立について
　�役割分担に偏りがないか、本部拠点との間に支障が生じていないかをフォローアップし必要に応じて体制や所掌等を見直
す。
◦�経営資源の集約：本部と現場が一体となった業務執行体制の確立について
　平成29年４月までに現場管理・支援関係業務を集約し、本部とブロック本部の統合を完了させる。
◦�組織一体化のための情報共有の促進：本部内、本部・現場間の情報共有の促進について
　�常勤役員会による会議の議題や運営方針等について継続的に見直しを行い、責任体制の明確化を行う。地域マネージャー（仮
称）が円滑に活動できるようにフォローアップを続ける。

【業務改革（ルールの徹底）】
◦�ルールの設定・遵守：遵守すべきルールの明確化・体系化、現場負担感の軽減について
　�責任体制の明確化について、ルールの徹底が図られているか継続的にフォローアップしていく。また、「指示・依頼」発出状
況についても継続的に確認および検証を実施する。
◦�業務ルールの不統一の排除：遵守すべきルールが確実に伝達され、その状況を把握、点検できる仕組みを確立することにつ
いて
　�マニュアルの一元化にあたって拠点からの意見を検証し、取込作業を実施し、平成29年４月から統一マニュアルの運用を開
始する。またマニュアルのメンテナンス体制を確立する。

【業務改革（効率化、サービス拡充）】
◦�業務の集約・効率化：お客様対応に注力できる体制構築のため、業務の効率化・合理化を推進することについて
　�業務センターの広域集約については、最終的に８カ所程度を順次実施する。中央年金センターについては、平成29年４月か
ら官公署等に対する情報提供事務を集約し運用を実施する。また、平成29年４月以降、障害年金センターを全国一括集約す
る。なお、業務量調整と業務区分の明確化については、定員配付と人事異動の準備を開始し、平成29年４月以降に人員の再
配置を行う。業務削減会議では、引き続き機構業務全般について審議を予定している。

【業務改革（効率化、サービス拡充）】
◦�基幹業務の専門性強化：ノウハウの集約による体制強化および専門性の高い人材を育成することについて
　�モデル実施の状況等を踏まえて年金事務所の機能集約拠点を順次拡大する。また、年金相談業務の専門性強化のための専門
職コースなどの運用状況についてフォローアップを行っていく。
◦�お客様チャネルの拡充：お客様とのつながりをより強くするため、お客様チャネルの拡充を更に推進することについて
　�予約制を定着させ、受給資格期間短縮への相談体制を構築する。また、TV電話相談の設置については、協力可能な市町村と
ヒアリングや調整を行いモデル実施を開始する。なお、ねんきんネットについては利用者の視点に立ったシステム改善によ
る活用促進を行う。
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【人事改革（組織全体を支える人材の育成）】
◦�現場重視：現場を中心に組織一体となった人事の実現について
　�拠点との連携を強化し、「人の顔を見た人事」を徹底する。また、組織改編を踏まえて役職と資格の関係を整理し登用するよ
うにする。
◦�職員のやりがい：職員が希望とやりがいをもって、モチベーションを高く保ち、組織一体の業務執行を実現することについて
　�キャリア形成の全体像について再整理し、職員に提示する。人材の育成については、運用状況をフォローアップし更なる拡
充を検討する。また、女性職員のための育成プログラム、研修等を実施することで女性の活躍を引き続き推進する。非正規職
員の活性化については、年金相談職員の人事評価導入を検討する。
◦�信賞必罰：お客様のために努力する職員を高く評価し、意欲・実績の低い職員には厳正に対処することについて
　�引続き、人事評価制度の見直しと意欲・実績が低い職員への厳正な対処を実施する。
◦�組織活性化：管理職の新陳代謝を早め、リーダーシップに優れた職員の育成により組織を活性化することについて
　�平成29年１月より新ルールによる管理職の登用を開始した。平成29年４月からは新役職（課長代理）を設置する。役職定年
制度については、平成29年度以降、一部58歳役職定年に引き下げ、早期退職募集制度を導入する。

　
　日本年金機構では平成29年度を、改革の効果を最大限に発揮させていくための非常に重要な期間ととらえており、その組織
目標を「再生加速―現場力強化の年―」と掲げ、プロジェクトの加速的推進を重点取組課題と位置付けている。

�　
　
　日本は平成29年２月１日（現地時間同日）、チェコのプラハにおいてチェコと「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との
間の協定を改正する議定書」に署名を行った。署名は山川鉄郎駐チェコ大使とミハエラ・マルクソヴァー労働社会大臣�
（H.E.Ms.�Michaela�Marksova,�Minister�of�Labour�and�Social�Affairs�of�the�Czech�Republic）�との間で行われた。この改正議
定書は、平成21年に発効した現行協定の一部を改正するものであり、一時派遣被用者の範囲を明確化することにより保険料の
二重払いの解消を強化し、平成27年10月より実施されている被用者年金一元化法を踏まえた改正を行うものである。今後は国
会の承認を経てこの議定書を締結する予定となっている。

　
　日本年金機構は平成29年２月15～17日より、国民年金保険料の未納期間がある被保険者に対して通知（図）の発送を開始し
た。この通知には、平成29年１月13日現在の未納期間と金額が記されており、納付を勧奨する。

■図　国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）

　チェコと社会保障協定改正議定書に署名

　国年保険料未納期間を通知
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　厚生労働省は平成29年２月24日、平成28年12月末現在の国民年金保険料の納付率を公表した。

【平成26年度分（過年度２年目）の納付率】
　平成26年度末からプラス8.4ポイントの71.5％であった。これは平成26年４月～平成27年３月分の保険料のうち、平成28
年12月末までに納付された月数の割合である。平成28年度末時点の目標は、平成26年度末からプラス7.0ポイントであったた
め、目標値には達している。

【平成27年度分（過年度１年目）の納付率】
　平成27年度末からプラス4.9ポイントの68.2％であった。これは平成27年４月～平成28年３月分の保険料のうち、平成28
年12月末までに納付された月数の割合である。平成27年度末時点の目標は、平成27年度末からプラス4.0ポイントであったた
め、目標値には達成している。

【平成28年４月～平成28年11月分（現年度分）の納付率】
　対前年同期比プラス2.5ポイントの61.5％であった。平成28年度末時点の目標は、前年度実績からプラス1.0ポイントであっ
た。
　
　なお、平成28年４月～平成28年12月分の強制徴収の実施状況は、最終催告状送付が83,608件（前年同期比4,755件増）、督
促状送付が44,105件（前年同期比14,450件増）、財産差押が8,853件（前年同期比5,982件増）であった。

　平成28年12月末現在国民年金保険料の納付率は現年度分で61.5％
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